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次回は 12 月号です！
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LINE公式アカウント

友だち追加は
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今年も暑い夏がやってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。忙しい日々をお過ごしの方も多いと思いますが、時にはご自
身の体調と向き合う機会を作ってみてはいかがでしょう。P.2~3に記載しているセルフモニタリング（自己観察）を参考に、身体やこころ、
行動の変化に目を向けてみましょう。変化に気づいたときは、決して無理せず休息する時間をとってくださいね。メンタルヘルス相談
（P.3問合せ先掲載）もぜひご利用ください。これからも共済組合はみなさまの健やかな生活とご活躍を応援してまいります！

特集

こころの サロン
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睡眠の問題は最重要サイン
なかなか寝付けない、
夜中に何度も目が覚める
早朝覚醒、眠りが浅いなど

メンタルヘルスケアの重要性について取り上げられることが増えました。
こころの健康を保つために、セルフケアはとても大切です。そのためには、まずストレス
に気づくことが必要です。そこで今回はストレスへの気づき方について解説します。

からだの変化
頭痛
腰痛
不眠

動悸
胃痛

肩こり

身体への負担だけでなく、こころに負荷がか
かることで、身体面に変化が現れます。精神
的にストレスになっていることがないか、
気持ちがつらくなっていないかに目を向けて
みることが大切です。

こんな小さな変化もストレスサインの１つです。

強いストレスを受けたり、長期間にわたってストレス状態が続くと、私たちの心身にはど
のような反応があらわれるのでしょうか？

気持ちの落ち込み
孤独感
退職願望

不安
イライラ

やる気が出ない

心理面の変化は、その時、その場の気持ちに
こころが圧倒されていて、自分では気づきに
くいものです。自分の中の違和感を、
「なんかもやもやする」「なにもかもいや」
など、どんな言葉でもいいので表現してみる
ことは大切です。

こころの変化

この仕事は向いていないんじゃないか…

口内炎や肌荒れ、目の疲れ、手足が冷たい、
手に汗をかいている。

こんな気持ちになっていませんか？

前はこんなこと
思わなかったのに・・

ストレスに気づくには？
―セルフモニタリング（自己観察）のすすめ ―

こころ の サロン

ストレスに気づきにくいのは・・・
 このくらいは耐えないといけない、頑張らないといけないと思い過ぎていませんか？

 「嫌だなあ」 「辛いなあ」と、自分の気もちをそのまま受け止めることは大切です。
 「理解してほしい」「認めてほしい」という自分の欲求を認めてあげることも必要です。

 気持ちを書き出してみることで 自分の状態に気づけることがあります。
こころの天気図をつけてみましょう。今日の気分は？

上記のような変化や兆候が見られたら要注意です。
いつもと違う自分に気づくことは、セルフケアの第一歩です。

変化に気づいた時は、なによりまず睡眠を確保しましょう。
短時間でもこころと体を休める時間を作りましょう。
そして、セルフケアには、誰かに助けを求めることも含まれます。
変化や兆候に気づいてもらえる人を身近に持つことも大切です。
少しでも「あれ？おかしいな」と感じることがあれば、

身近な人に伝えたり、早めに相談機関を利用しましょう。

大阪メンタルヘルス総合センター（OMC） 近畿中央病院内

メンタルヘルス相談受付、各種事業のお問い合わせ・お申込み

行動の変化

行動面の変化は、周囲の人に気づいてもらう
ことも多いようです。不具合に至った行動の
結果に目が行きがちですが、疲労の蓄積、
仕事の責任の重さなど、その行動に至った
要因について考えてみることは大切です。

以前より  ミスが増える
 作業に時間がかかる

 遅刻や欠勤をしがちになる
 周囲との言い争いが増える

 飲酒量が増える

こんなことも疲れが溜まっているサインになります。

忘れ物や失くしものが多い
しないといけないことにとりかかれない
ネットショッピングの回数が増える

0120－556－879 平日︓9時～17時15分
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（１）宿泊利用補助

（１）宿泊利用補助

令和５年10月１日より宿泊・会食の補助制度が変わります！

対象者 組合員及び被扶養者（小学生以上）

補助額 〇アウィーナ大阪、花のいえ　　　組合員：4,000円　被扶養者：3,300円
●その他の対象施設　　　　　　　組合員：3,000円　被扶養者：2,500円

補助回数

〇アウィーナ大阪、花のいえ　　　各施設 月３回まで
＊組合員、被扶養者それぞれ上記回数まで

●その他の対象施設　　　　　　　年間３回まで
＊組合員、被扶養者それぞれ上記回数まで

利用方法

〇アウィーナ大阪、花のいえ
　利用当日、利用者が組合員証（被扶養者証）を施設へ提示

●その他の対象施設
　利用当日、施設へ組合員証（被扶養者証）を提示のうえ、事前に支部から発券された補助券を提出（※）
　（※）大阪支部での補助券発行は、令和５年９月29日（金）までとなります。（９月30日が土曜日のため）
　　　この補助券は令和６年３月31日まで補助券に記載の施設にて利用可能です。

対象者 組合員及び被扶養者（小学生以上）

補助額 アウィーナ大阪、花のいえ、その他の対象施設（※）
　組合員・被扶養者一律3,000円

補助回数
令和５年10月１日～令和６年３月31日の半年間で６回まで
令和６年度からは１年度内12回
＊組合員、被扶養者合わせて上記回数まで

利用方法 支部ホームページの組合員専用ページより自身で利用者分の補助券を事前に印刷し、利用当日、施設
へ組合員証（被扶養者証）を提示のうえ、補助券を提出

（２）会食利用補助（アウィーナ大阪、花のいえ）

（２）会食利用補助（アウィーナ大阪、花のいえ）
（※）補助対象施設を変更します。詳細は、後日支部ホームページでお知らせします。

対象者 組合員及び３親等以内の親族

補助額 １人5,000円以上の会食利用の場合、１人につき2,000円補助

補助回数 回数制限なし

利用方法 「会食利用補助申請書」に記入のうえ、会食当日、利用施設のフロントへ提出

対象者 組合員及び３親等以内の親族（組合員又は被扶養者を必ず伴う会食）

補助額 １人5,000円以上の会食利用の場合、１人につき2,000円補助

補助回数
令和５年10月１日～令和６年３月31日までの半年間で組合員１人につき６人分補助（※）　 
　（※）補助券は組合員１人につき、６枚分まで出力できます。
令和6年度からは１年度内12人分補助（補助券は組合員１人につき、12枚分まで出力できます。）

利用方法 支部ホームページの組合員専用ページより自身で利用者分の補助券を事前に印刷し、会食当日、施設
へ組合員証又は被扶養者証を提示のうえ、補助券を提出

健康・福祉 担当
☎06-6941-3991

令和５年９月30日のご利用分まで

令和５年10月１日以降のご利用からNew!!
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事業名 申込時期 募集人数 受診期間 自己負担額（税込） 対象者 備　考
半日ドック

９/15
(金)
～

10/６
(金)

800人程度

12月
～

３月

5,000円 組合員 申込期間外の受付は
できません。

追加募集やキャンセル待
ちはありません。

申込者数が募集人数を超
えた時は落選する場合が
あります。

器
官
別
検
診

脳ドック 40人程度 10,000円 40歳以上の組合員

女性検診 50人程度
2,000円 39歳以下の組合員
3,000円 40歳以上49歳以下の組合員
2,000円 50歳以上の組合員

配偶者健診
（半日ドック） 50人程度 16,000円 40歳以上の被扶養配偶者

健診（人間ドック）事業（第２期）のお申込みはWebから!!

申込対象者： 令和５年１月１日以降、令和５年10月１日までに資格を取得した組合員
　　　　　　（他の共済組合等から転入された方等を含みます。）
※ 配偶者健診の申込対象者は、令和５年４月２日～10月１日までに被扶養者の認定手続きが終了している現職組合員の配偶者

です。

※ 申込みできる健診種別は１人１つのみです。
※ 第１期に申込資格を有していた組合員は、第１期の申込の有無や当選落選に関わらず、第２期には申込できません。

健康・福祉 担当
☎06-6941-3991

　第２期についてもWeb申込みで受付します。Web申込受付システムは下記の大阪支部ホームページよりアク
セスできます。
　Web申込受付システムへのログインに必要なユーザー名とパスワードは、大阪支部ホームページの組合員専
用ページに掲載している「公立学校共済組合大阪支部事業のご案内」の中に記載しています。

◆Web申込みでエラーが出たら

◆申込内容確認画面をチェック！！

手続きナビ　　　厚生サービスを利用する　　　健診（人間ドック）事業
「健診(人間ドック)事業Web申込受付システム説明書」
「Web申込受付システムについてのよくあるお問合せ」

HP 公立学校共済組合 大阪支部 検索

その他、Web申込みに関する詳細は、大阪支部のホームページをご覧ください。

① アクセスするとエラー画面になる

iPhone ：Safari
Android： 標準ブラウザ、Chrome

で開いてください。

組合員証番号10桁は正しく入力
していますか？
➡ 誤った番号を入力すると落選とな

る恐れがあります。組合員証（保
険証）と必ず照合してください。

１つのメールアドレスで複数人の申込みはできません！
➡ 同じメールアドレスで複数人の申込みをした場合、最後に申込みした人のみ有効です。ただし、組合員の申込みと

その被扶養配偶者の配偶者健診を申込む場合は１つのメールアドレスで申込可能です。

②メールアドレス登録時に
　送信ボタンが押せない

・ 個人情報の同意のチェックが必要です。
・ 職場の端末の設定の制限、スマー

トフォンの速度制限により動かな
い可能性があります。

所属所は勤務先（学校名）を選択
していますか？
➡ 選択した所属所に受診票等が届き

ますのでご注意ください。

③ 届いたメール内のURLをクリック
するとエラー画面になる

メールアプリ内で画面を開いている
ためエラーになる可能性があります。
URLをコピーし、①に記載のブラウザ
で開いてください。

申込みできる健診種別は１人１つ
のみです！
➡ 複数申込みした場合は最後に申込

みした内容が有効です。
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※ 府立学校（高等学校・支援学校）及び府教育庁の教職員は、総務事務システム（SSC）に
よる申請が可能です。ただし、育児休業手当金請求及び限度額適用認定申請は除きます。

※表中◎印は、当支部所定の様式です。大阪支部ホームページから様式が入手できます。

　組合員が、産前産後休業・出産（被扶養者が出産する場合も含む）・育児休業・復職
するときに必要となる手続き一覧表です。手続きの際に、ご参考にしてください。

産前産後休業・出産・育児休業から復職までの手続き一覧

概　要 提　出　書　類　等 担　当

産前産後休業中の
掛金免除を

希望するとき

◎産前産後休業掛金免除申出書　　　　　公印  必要
◎産前産後休業掛金免除変更申出書　　　公印  必要
　※ 出産前に「産前産後休業掛金免除申出書」を提出した場合は、出産後に出産日を記入して 

「産前産後休業掛金免除変更申出書」をご提出ください。
　※ 出産前に「産前産後休業掛金免除申出書」を提出しないまま出産された場合は、出産後に 

「産前産後休業掛金免除申出書」のみご提出ください。

経理担当

標準報酬の
特別な算定を
申し出るとき

◎産前産後休業に係る標準報酬定時決定保険者算定申出書
　※ 申出可能な方が限られます。詳細は、所属所あて通知文（組合員専用ページにも掲載）を

ご確認ください。
経理担当

出産に伴い
「限度額適用認定証」

が必要なとき

◎限度額適用認定申請書
　※詳しい手続き方法についてはP.10をご確認ください。

医療担当

組合員又は
被扶養者が

出産したとき

◎出産費・家族療養費 同附加金 請求書
　〈添付書類〉
　　・直接支払制度の活用・不活用に関する合意文書の写し
　　・分娩費用等明細書の写し（出産年月日、代理受取額等の記載のあるもの） 

医療担当

出生した子を
被扶養者にするとき

◎被扶養者認定申告書
◎被扶養者個人番号報告書
　〈添付書類〉
　　・扶養親族届又は扶養手当認定通知書等（扶養手当承認の書類の写し）
　 ※出産日から30日以内に所属所にご提出ください。

資格担当

概　要 提　出　書　類　等 担　当

育児休業を
取得したとき

◎育児休業手当金（変更）請求書
　〈添付書類〉
　　・「育児休業承認請求書」と「育児休業承認通知書」の写し
　　・給与支給明細書の写し(育児休業開始月のもの。開始日が1日の時は前月のもの)
　 ※延長給付に該当する場合は別途請求が必要（詳細はHP等でご確認ください。）

医療担当

育児休業中の
掛金免除を

希望するとき

◎育児休業掛金免除申出書　　　　　公印  必要
◎育児休業掛金免除変更申出書　　　公印  必要
　※ 提出済みの育児休業掛金免除申出書に記載の育児休業の終了日が変更となった場合に、 

「育児休業掛金免除変更申出書」をご提出ください。

経理担当

とくに問合せが多い
手続きについて

特集いたします！

出 産 前 後出 産 前 後

育児休業取得時・育児休業中育児休業取得時・育児休業中

特集
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概　要 提　出　書　類　等 担　当

標準報酬の改定を
申し出るとき

◎標準報酬育児休業等終了時改定申出書
　※ 教職員のための共済のしおり令和５年３月改訂版　P.18に制度詳細を記載しています。 

申出を希望される場合のみ、ご提出ください。
経理担当

３歳未満の子を
養育しており、
標準報酬月額が
低くなったとき
(P. ８詳細参照)

一般組合員のみ
短期組合員

（長期給付対象外）の方は
日本年金機構へ

申出必要

◆ ３歳未満の子を養育されている方の標準報酬月額が子を養育する前と比べて低く
なったとき

　◎３歳未満の子を養育する旨の申出書
　　〈添付書類〉
　　　・特例開始日前後の「出勤等」の写し(府費負担教職員は省略可)
　　　～子が組合員の被扶養者でないとき～
　　　・世帯全員の「住民票」
　　　・子の「戸籍抄本」又は「戸籍謄本」（世帯主が組合員でない場合のみ) 
　　　　※住民票、戸籍謄(抄)本は、提出日から遡って90日以内に交付されたもの 
　　　　※住民票は、育児休業から復職した場合、復職日以降に交付されたもの 
　　　　※申出書に、マイナンバーを記入された場合、住民票の添付は省略可
　提出期限：特例を受けることのできるときから２年以内
　　　　　　２年を過ぎて申出した場合、申出日から２年間のみ遡及して適用できます。

年金担当

◆養育しなくなったとき
　◎３歳未満の子を養育しない旨の申出書　※子が3歳に到達したときは提出不要

こんなときガイド「子どもが生まれるとき」
　または
手続きナビ「様式集」

◆ 大阪支部のホームページ ◆ 教職員のための
　 共済のしおり
    令和５年３月改訂版

◆ LINE

ホームページから
ご覧ください！

トーク画面の下にあるメニューから支部
ホームページや様式集にアクセスできます！

友だち追加はこちらから♪友だち追加はこちらから♪

HP 公立学校共済組合 大阪支部 検索

p.20 も参考に
してくださいね！

出産費及び家族出産費の支給額が変わりました 医療 担当
☎06-6941-2867

　令和５年４月１日以降の出産分から、出産費及び家族出産費の支給額を次表のとおり変更しました。

手続きナビ「様式集」　　　「短期給付関係の様式」HP 公立学校共済組合 大阪支部 検索
※請求書の様式は、当支部ホームページからダウンロードすることができます。

出　産　日 出産費及び
家族出産費

産科医療補償制度に加入する医療機関等
において出産した場合の加算額 総支給額

令和５年３月31日までの出産 40万８千円 １万２千円 42万円

令和５年４月１日以降の出産 48万８千円 １万２千円 50万円

〈子どもが生まれるとき〉 〈様式集〉

復　職　後復　職　後

※詳しい手続き方法については、下記からご確認ください。
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３歳未満の子を養育している組合員の年金特例制度

「一般組合員」➡「短期組合員」へ種別変更された方の
「年金待機者登録」について

年金 担当
☎06-6941-2864

年金 担当
☎06-6941-2864

　臨時的任用職員等の方は「短期組合員」（※）となり、共済組合の長期給付事業（年金）は適用されません。年金は、
日本年金機構の一般厚生年金の資格を取得します。

★ 大阪支部では、支部で資格変動（一般組合員→短期組合員（※））を確認後、組合員等からの退職届書の
提出を省略し、随時、年金加入期間の登録を行っています（年金待機者登録）。登録が完了次第、公立学
校共済組合本部から『年金待機者登録通知書』と『年金待機機者となられた皆さまへ』のリーフレットが
ご自宅あてに送付されますので、大切に保管しておいてください。

(※)　 組合員の範囲と種別については、「教職員のための共済のしおり令和5年3月改訂版」P.13
又は当支部ホームページより参照してください。

　育児部分休業や転居による通勤手当の減少等により標準報酬月額が低くなることが
あります。
　標準報酬月額が低くなると、納付する掛金額は低くなりますが、年金額は平均給与
額と加入していた組合員期間により決定するため、将来受け取る年金額も減少してし
まいます。

子が３歳になるまでの間、実際の掛金額が出産時から減少し
た場合、年金の算定基礎となる標準報酬月額を出産時の標準
報酬月額とする養育特例の申出をすることができます。

≪養育特例のイメージ図≫
　実際の掛金の算定額は26万円に下がりますが、年金の算定額は30万円で計算されます。

・提出書類等は、P.7を参照してください。
・申出は、被扶養者であるかは問わず、夫婦ともに組合員の場合はそれぞれ申出ができます。

短期組合員(※)の方は
日本年金機構へ申出を
行ってください。

出産 育児休業等終了時改定 出産 育児休業等終了時改定

掛金の算定

勤務形態

年金の算定

免除 30万円

産休・育児休業 育児短時間勤務・
部分休業

復職

26万円

30万円

掛金の算定

勤務形態

年金の算定

免除 30万円

産休・育児休業 育児短時間勤務・
部分休業

復職

26万円

30万円 30万円
26万円

健康保険 年　金
一般組合員 公立学校共済組合 公立学校共済組合★
短期組合員 公立学校共済組合 日本年金機構

掛金が減ると、将来、受け取る年金も減るの？

年金額の減少を避けるために

◆ 教職員のための
　 共済のしおり
    令和５年３月改訂版
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被扶養者に係る資格の確認調査を行います 資格 担当
☎06-6941-3164

　本年11月頃に、被扶養者に係る資格の確認調査を実施予定です。
　確認調査対象の方には、所属所長あてに通知文をお送りします。
　例年、被扶養者の就職や収入超過等により遡って認定取消となってしまうケースがあります。遡及期間が長期
になる場合、高額な医療費を返還いただくことがあります。
　確認調査対象でない方におかれましても、この機会に被扶養者が要件を満たしているか、今一度ご確認ください。

（注）上記は一例ですので、被扶養者の範囲や所得の考え方、取消手続きについては、
　　 「教職員のための共済のしおり令和5年3月改訂版」P.29 ～ P.37をご確認ください。

　新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認に関する
特例は、令和６年３月末まで延長となっております。
　なお、新型コロナウイルスワクチン感染症に伴う持続化給付金等の各種給付金は、恒常的な収入に含まれません。

・被扶養者自身が他の健康保険組合に加入した場合は、認定取消手続が必要です。
　※勤務形態や収入の如何は関係ありません。
　※たとえ短い期間の加入であっても、必ず認定取消手続が必要です。

就職等で他の健康保険証を持っていませんか？

　被扶養者の収入限度額は、年額130万円・月額108,334円です。
・雇用日時点で年額130万円以上が明白又は見込まれる場合、雇用日が認定取消日になります。
・ 勤務時間や勤務日数が定まらない場合、4 ヶ月連続で限度額を超えると、最初に限度額を超えた日から４ヶ

月目の初日を認定取消日とします。

パート・アルバイト等で収入が限度額以上になっていませんか？

●障害を支給事由とする公的年金を受給する程度の障害を有する方
●60歳以上の方
　上記の方の収入限度額は、年額180万円・月額150,000円です。
　・年額180万円以上の収入額となることが決定した際は、認定取消手続きが必要です。

年金額の決定・改定により、収入が限度額以上になっていませんか？

・組合員が被扶養者と別居の場合、生計を維持するのに必要な額を組合員が送金していることが必要です。
・ 具体的には、被扶養者の収入額と送金額の合計額に占める割合が３分の１を上回る額を送金していること
（被扶養者の収入額のおよそ２分の１以上を送金していること）が必要です。

　※たとえば、被扶養者の収入がゼロの場合であっても、生計を維持するために必要な額の送金は必要です。

同居だった被扶養者と別居になっていませんか？

特に確認いただきたい事項

◆ 教職員のための
　 共済のしおり
    令和５年３月改訂版
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入院・手術のため医療費が高額になったとき 医療 担当
☎06-6941-2867

　組合員（被扶養者）が保険医療機関を受診し、同一月（1日から月末まで）にかかった医療費の自己負担額が
高額になった場合、一定の金額（自己負担限度額）を超えた額が、受診後に高額療養費として支給されます。

　限度額適用認定証を組合員証（被扶養者証）と併せて保険医療機関の窓口で提示すると、保険医療機関での窓
口支払が自己負担限度額（※）までに抑えることができます。利用されたい方は、事前に「限度額適用認定証」
の交付を受けてください。

（※）保険医療機関（入院・外来別）、保険薬局等それぞれで提示が必要です。

　交付に当たっては、所属所を通じて共済組合へ申請が必要ですので、下記のとおり手続きをお願いします。

　自己負担限度額は組合員の標準報酬月額等によって適用区分（所得区分）が定められ、上限額が決まります。
詳細については、公立学校共済組合大阪支部ホームページの手続きナビ「治療を受ける際の手続き」内の【限度
額適用認定証に関する手続き(医療費が高額になりそうなとき)】に掲載している自己負担限度額の表（※）をご
確認ください。

（※） 70歳未満と70歳以上で分かれており、それぞれの適用区分（所得区分）に応じた自己負担限度額を
掲載しています。

★交付申請手続き★
　　下記の書類を、所属所を通じて公立学校共済組合大阪支部医療担当までお送りください。
　①適用区分「ア」～「エ」（70歳未満）に該当する方
　　所得区分「現役並みⅠ」～「現役並みⅡ」（70歳以上）に該当する方（注）
　　◎「公立学校共済組合限度額適用認定申請書」
　②適用区分（所得区分）が「低所得者」に該当する方
　　◎「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」
　　・ 療養を受ける月の属する年度（療養を受ける月が４月から７月までの場合は前年度）分の市町村民税

非課税証明書の原本（組合員分）

受診のときから３か月後以降に、共済組合に届出いただいた口座へ
自動給付しますので、請求手続きは不要です。

限度額適用認定証について

自己負担限度額について

高額療養費の支給について

（注） 70歳以上の組合員および被扶養者について、①所得区分が一般所得者の方　②現役並み所得者のうち所得区分が「現役並み
Ⅲ」の方は「限度額適用認定証」の交付が「不要」となります。

　　  ➡ 組合員証（被扶養者証）と高齢受給者証を医療機関等の窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。
　　　  （限度額適用認定証は交付されません。）

手続きナビ［治療を受ける際の手続き］   　　限度額適用認定証に関する手続き

手続きナビ「様式集」　　　「短期給付関係の様式」

HP

HP

公立学校共済組合 大阪支部 検索

公立学校共済組合 大阪支部 検索
◎印は、当支部所定の様式です。当支部のホームページからダウンロードすることができます。

10 共済おおさか 令和５年８月221号



　組合員証が使用できる（保険適用）のは、外傷性の負傷に限られていることはご存知でしょうか？
　整骨院や接骨院での施術が保険適用になるときと、保険適用外になるときとの違いをご説明します。

整骨院・接骨院で組合員証が使えるのはどんなとき？ 医療 担当
☎06-6941-2867

○医師や柔道整復師に診断または判断された骨折、脱臼、打撲、捻挫等（肉ばなれを含む）
　※骨折と脱臼については、応急手当の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。

○負傷原因がはっきりしている骨、筋肉、関節のけがや痛み
　（負傷例）・階段を踏み外して、足を捻った。
　　　　　・バスケットボールをしていて、突き指した。

●日常生活による単純な疲れ・肩こり・腰痛・体調不良
●スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
●病気（神経痛・五十肩・関節炎等）からくる痛み・こり
●脳疾患後遺症等の慢性病
●症状の改善がみられない長期の施術
●保険医療機関（外科・整形外科等）で治療を受けながら
　同時に整骨院・接骨院で施術を受ける場合
●数か所の整骨院・接骨院で同時に施術を受けている場合

保険適用外

組合員証が組合員証が
使えないとき使えないとき

組合員証が組合員証が
使えるとき使えるとき

　府立学校・府教育庁所属の方は、「総務事務システム（SSC）」の「基本情報」より、「各種給付口座」を
変更することでも変更可能です（反映までに、時間がかかることがあります）。

内訳等は、振込日以降に所属所あてに送られる「給付金決定通知書」でご確認ください。

登録口座の変更方法

当支部からの 各種給付※ は、

組合員本人が当支部の資格を取得した際に登録した口座組合員本人が当支部の資格を取得した際に登録した口座
へ振り込まれます！（毎月 15 日頃）

給付金はどのように受けとるの？ 医療 担当
☎06-6941-2867

手続きナビ「様式集」　　　「組合員資格等関係の様式」HP 公立学校共済組合 大阪支部 検索

◎印は、当支部所定の様式です。当支部ホームページからダウンロードすることができます。

※　各種給付とは、高額療養費、各種手当金、出産費、療養費 などです。
　　 自動給付である高額療養費、一部負担金払戻金及び家族療養費附加金以外は、請求書類の提出が必要です。

（請求書類は、毎月20日で締め切り）

【注意】　 組合員証の氏名と口座名義が異なっていると、振込不能となり、給付が遅れることがありますので、変更手続きは併せて行っ
てください。

◎「組合員証記載事項等変更申告書」を提出ください。
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標準報酬って何？　標準報酬はどう決まる？ 経理 担当
☎06-6941-2857

●標準報酬とは
　 給与等から控除される掛金等の金額の算定や、傷病手当金や育児休業手当金等の休業給付や年金支給額を計算

する際の基準となるのが、「標準報酬」です。
　組合員の方には、それぞれの実際の報酬に基づき「標準報酬」が決定されています。

① 資格取得時決定　　　　原則、組合員資格を取得したときに実施
② 定 時 決 定　　　　毎年、４月から６月までの報酬に基づき９月に実施
③ 随 時 改 定　　　　固定給に変動があった際に実施

●標準報酬の主な決定（改定）方法

※ 申出によるその他の決定方法や、決定・改定方法の詳細な内容について、
詳しく知りたい場合は「教職員のための共済のしおり令和５年３月改定版」
P.14 をご覧ください。

　新たに組合員としての「資格を取得した日現在の報酬の額」をもとに、標準報酬等級表にあてはめて、標準報
酬を決定します。

　４月、５月、６月の３か月間に支給された報酬（※）の総額をその月数で除して得た額を「報酬月額」とし、
この額を標準報酬等級表にあてはめて、標準報酬を決定します。

●対象となる方
　毎年７月１日に組合員である方（休業、休職中の方を含みます。）
　ただし、次の方は、その年の定時決定を行いません。
　　・６月１日から７月１日までの間に組合員の資格を取得した方
　　・７月から９月までの間に随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定を行う方

　基本給や扶養手当等の固定的給与の額が変動したときに、以後３か月間の報酬（※）の平均額を「報酬月額」
とし、従前の標準報酬と２等級以上の差がある場合、４か月目以後の標準報酬を改定します。

（※）　・算定の対象となる「報酬」は、給料や諸手当など労働の対償として受けるすべてのものになります。
　　　・通勤手当が複数月分まとめて支給される場合は、１か月あたりの額に換算してそれぞれの月に加算します。
　　　・３月の勤務実績に基づく諸手当が４月に支給されている場合は４月の報酬に含めます。

①資格取得時決定の考え方

②定時決定の考え方

③随時改定の考え方

◆ 教職員のための
　 共済のしおり
    令和５年３月改訂版
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【参考】　標準報酬等級表（抜粋）

等　級
報酬月額 標準報酬の月額

短期給付等 退職等
年金給付

厚生年金
保険

第１級 - - 63,000円未満 58,000円

第２級 - - 63,000円以上 73,000円未満 68,000円

第３級 - - 73,000円以上 83,000円未満 78,000円

… … … … …

第21級 第18級 第18級 270,000円以上 290,000円未満 280,000円

第22級 第19級 第19級 290,000円以上 310,000円未満 300,000円

第23級 第20級 第20級 310,000円以上 330,000円未満 320,000円

第24級 第21級 第21級 330,000円以上 350,000円未満 340,000円

令和５年４月 令和５年５月 令和５年６月 令和５年７月

固 定 給

基 本 給 280,000 280,000 280,000 280,000

扶 養 手 当 6,500 6,500 6,500 6,500

住 居 手 当 0 0 0 0

通 勤 手 当 2,000 2,000 2,000 2,000

非固定給 時間外勤務手当 0 0 0 0

報 酬 総 額 288,500 288,500 288,500 288,500

例　令和５年４月１日に資格取得した方の定時決定と随時改定のモデル

令和５年12月 令和６年１月 令和６年２月 令和６年３月

固 定 給

基 本 給 280,000 288,000 288,000 288,000

扶 養 手 当 6,500 6,500 6,500 6,500

住 居 手 当 28,000 28,000 28,000 28,000

通 勤 手 当 2,000 2,000 2,000 2,000

非固定給 時間外勤務手当 0 0 0 0

報 酬 総 額 316,500 324,500 324,500 324,500

⬆

令和５年８月 令和５年９月 令和５年10月 令和５年11月

固 定 給

基 本 給 280,000 280,000 280,000 280,000

扶 養 手 当 6,500 6,500 6,500 6,500

住 居 手 当 0 28,000 28,000 28,000

通 勤 手 当 2,000 2,000 2,000 2,000

非固定給 時間外勤務手当 0 0 0 0

報 酬 総 額 288,500 316,500 316,500 316,500

⬆

令和5年４月１日

資格取得時決定

報酬月額 288,500

      ⬇
標準報酬 短期

第21級
月額
280,000円

令和5年９月１日

定時決定

報酬月額 （288,500+288,500+
　　　　　　  288,500）÷３
=　288,500

      ⬇
標準報酬 短期

第21級
月額
280,000円

令和5年12月１日

随時改定 ※ 令和５年９月から住居手当が
支給されたため

報酬月額 （316,500+316,500+
　　　　　　  316,500）÷３
=　316,500

      ⬇
標準報酬 短期

第23級
月額
320,000円
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組合員専用ページ　ログインHP 公立学校共済組合 大阪支部 検索

資格取得時の標準報酬は見直される場合があります

令和４年度決算のあらましを支部HPに掲載しました

経理 担当
☎06-6941-2857

経理 担当
☎06-6941-2857

　通勤・扶養・住居手当などの諸手当の額が資格取得時決定後に確定した場合や、資格取得月の手当の申請が間
に合わず、翌月等に遡って支給された場合は、資格を取得した月の報酬に当該手当を加算して、資格取得時決定
の見直しを行います。
　この場合、掛金も遡及して調整されるため、６月や７月など見直しの行われた月の掛金額が一時的に上がる場
合があります。調整後は、見直された標準報酬月額に基づいて掛金が控除されます。

　令和４年度決算のあらましは、大阪支部ホームページ組合員専用ページでご覧いただけます。

４月 ５月 ６月 ７月

標準報酬
月額

当初 200,000 200,000
240,000 240,000

見直し後 240,000 240,000

短期給付等 9,602 9,602 11,522 11,522

厚生年金保険 18,300 18,300 21,960 21,960

退職等年金給付 1,500 1,500 1,800 1,800

掛金合計 29,402 29,402 35,282 35,282

見直し後の
掛金額との差額

35,282
ｰ 29,402
= 5,880

35,282
ｰ 29,402
= 5,880

0 0

実際の控除額 29,402 29,402 47,042 35,282

例　4 月に資格取得時決定が行われ、6 月に見直しがなされた場合

内訳
6月分掛金35,282 + 4月分差額5,880 +5月分差額5,880

諸手当を含めて見直し

基本給のみで決定
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「年金払い退職給付の給付算定基礎額残高通知書」を発送しています 年金 担当
☎06-6941-2864

　送付対象となる方へ「年金払い退職給付の給付算定基礎額残高通知書」を７月下旬に共済組合本部からご自宅
へ送付しています。

イメージ図（圧着ハガキ：三つ折りの両面）

被用者年金制度の一元化（平成27年10月1日施行）に伴い、
制度改正前の共済組合における３階部分（職域部分）は廃止され、新たな年金と
して創設されました。

年金払い退職給付は、月々の給料から差し引いた保険料を将来の給付の原資として積み立てていく「積立
方式」になっています。毎年、１回、直近1年間(前年4月から3月まで)の給付算定基礎額の残高の積立状
況をお知らせするための通知書です。

退職まで積み立てた給付算定基礎額の半分は有期年金・半分は終身年金として、原則、退職後の65歳から支給されます。
有期年金は、10年・20年・一時金のいずれかを選択して受給します。

退職等年金給付の年金額は、「⑨給付算定基礎額等合計」を原資として決定されます。

＊ ＊

公立学校共済組合からのお知らせ　　　組合員向け
「年金払い退職給付の給付算定基礎額残高通知書」を送付します。

HP 公立学校共済組合 検索

「年金払い退職給付の給付算定基礎額残高通知書」の詳細は、共済組合（本部）のホームページをご覧ください。

年金払い退職給付の給付とは？

給付算定基礎額残高通知書とは？

制度の概要

前年度中に積み立てられた
付与額や利息などを確認できます。
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ご存じですか？教育貸付けの対象となる教育機関の
範囲が拡大されています！

貸付関連スケジュール

貸付 担当
☎06-6941-2865

貸付 担当
☎06-6941-2865

　かねてより要望のあった「私立の小・中学校に子を通わせたいので、学費等の貸付け
を受けたい」といった組合員の皆さまの声にお応えし、令和４年７月１日から、教育貸
付けの対象となる学校の範囲が小・中学校等まで拡大されました。

10月下旬 11月１日～ 30日 １月中旬

住宅貸付の「年末残高等
証明書」送付

一部繰上償還申出受付
（毎年５月・11月受付）

住宅貸付の「年末残高等
証明書」送付

貸付け２年目以降の証明書
（年末調整用）

申出用紙や申出方法等は支部
ホームページをご覧ください。

令和５年１月～ 12月貸付けの
証明書（確定申告用）

※ 　 住宅貸付の「年末残高等証明書」は、一定の要件を満たす住宅貸付をご利用中の方に、所属所経由で送付します。（年末調整、確定申
告については税務署にお尋ねください。）

こんな時ガイド「資金を必要とするとき」

厚生サービスを利用する　　　トレーニング施設を利用するとき
トレーニング施設利用補助

HP

HP

公立学校共済組合 大阪支部 検索

公立学校共済組合 大阪支部 検索

貸付申込については、大阪支部のホームページをご覧ください。

詳しくは、大阪支部ホームページをご覧ください。

トレーニング施設の利用助成について 健康・福祉 担当
☎06-6941-3991

　組合員とその被扶養者（原則16歳以上）を対象に、『東急スポーツオアシス』及び『コナミスポーツクラブ』
の２社で、トレーニング施設利用助成事業を行っています。

○初回利用時： 各店舗の窓口で「組合員証」又は「被扶養者証」を提示し、「法人会員証」の発行を受けてください。
○２回目以降：「法人会員証」を提示し利用料金を支払うことで、各施設を利用できます。
　※東急スポーツオアシスでは、利用の都度、「組合員証」又は「被扶養者証」の提示が必要です。
　※コナミスポーツクラブでは、利用の都度、「組合員証」又は「被扶養者証」を持参ください。
　　（利用の際、提示を求められる場合があります。）
○ 組合員資格を喪失された場合、助成の対象外となりますので、「法人会員証」を各施設の窓口に返還し、
　必要な手続きを行ってください。

利用方法
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退職予定の方は今年度末（令和６年３月末）までにご申請を♪♪
宿泊・食事で使える１万円分の施設利用券をお渡しします！！

健康・福祉 担当
☎06-6941-3991

　対象の方に ホテルアウィーナ大阪 又は 花のいえ で利用できる施設利用券１万円分を贈呈します！
＊ 令和５年度より対象者条件１の公立学校共済組合加入期間を「通算25年以上」から「通算20年以上」へ変更し、

対象者の範囲が広くなりました。

受 　 給
対 象 者

当該年度内に退職予定の組合員であって、以下の条件を満たす方
　１．公立学校共済組合加入期間が通算20年以上であること（＊）
　２．申請時点で大阪支部の組合員資格を有すること
※ 過去に結婚25周年・永年勤続（単身者）記念事業の施設利用券の交付を受けた方は除く。

申 請 方 法
○長期組合員退職記念施設利用券交付申請書
○組合員証（健康保険証）＜郵送申請の場合コピー可＞
△返信用切手（414円）　 ＜郵送申請の場合のみ＞

申 請 期 間

退職（資格喪失）予定の年度中
　退職年度時に公立学校共済組合加入期間が通算20年未満の場合又は大阪支部の組合員資
格を有していない場合等であっても、その後、再任用等で組合員資格を再取得し、受給対象
者の条件を満たした場合は申請可能

贈 呈 品 施設利用券10,000円分（5,000円×2枚）　※有効期間は、発行日から１年間

申請書の様式はこちら申請書の様式はこちら

被扶養者へ特定健診「受診券」を必ずお渡しください！ 健康・福祉 担当
☎06-6941-3991

7月上旬より各所属所の組合員あてに被扶養者の
方の特定健康診査「受診券」を送付しています！
＊ 令和５年４月１日に被扶養者であり、年度末年齢が40歳~74歳の方
＊ 短期組合員とその被扶養者の方は、10月上旬頃に送付予定です。

【受診券の有効期限　令和６年３月31日】 （延長不可）

特定健診に関する詳細は右記当支部
ホームページまたは受診券に同封
している案内文をご確認ください。

HP 【公立学校共済組合　大阪支部】 で検索

手続きナビ→特定健康診査 ・特定保健指導の手続き

＜お問い合わせ先＞

公立学校共済組合大阪支部　健康福祉グループ

ご家族の健康を

守るために

パート先等で健康診断を受診し、健診結果の写し・質問票・受診券を
ご返送いただいた方には、クオカード（1000円）をお送りします！

（詳細は受診券同封の案内文（P3）に記載しています。）
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友だち追加で、「気づいてよかった！」「知ってお得！」な情報をGETしよう♪

はこちらから!!友だち追加

ホテルアウィーナ大阪
花のいえからの
お得なプラン

各種給付にかかる
手続きのご案内

人間ドック第２期
WEB申込サイト

健康づくりセミナーのご案内

＠079vocuz

LINEのID検索からも追加できます♪

お友だち募集中!!
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